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第1章 都市計画対象道路事業の名称 

 

高松環状道路（福岡町～檀紙町） 
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第2章 都市計画決定権者の名称 

 

都市計画決定権者の名称：香川県 

代 表 者 の 氏 名：香川県知事 池田
い け だ

 豊人
とよひと

 

住 所：〒760-8570 香川県高松市番町四丁目 1番 10 号 
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第3章 都市計画対象道路事業の目的及び内容（事業特性） 

 

第1節 都市計画対象道路事業の目的 

都市計画対象道路事業の対象地域である福岡町～檀紙町では、信号が連坦し、主要渋滞箇

所が多く存在する等、道路のサービス水準が低いため、慢性的な渋滞が発生しており、物流

拠点、防災拠点、観光施設等へのアクセス性が悪く円滑な防災活動や救援活動、産業活動や

観光振興の妨げになっています。 

また、渋滞に伴って中央通り（高松玉藻交差点～栗林公園前交差点）では追突事故が多数

発生しているのに加え、歩行者、自転車の利用が多く歩行者と車両の接触事故の危険性も高

い地域となっています。 

以上の、渋滞、事故、産業、観光、災害に係る課題を解決するために、本事業では以下の

5 つの政策目標を設定し、道路整備による対策案を検討しています。 

 

1.渋滞緩和や交通事故の削減 

2.道路空間の適切な機能分担 

3.産業振興の支援 

4.交流・人流の促進 

5.平時・災害時でも「安心・安全」な通行の確保 

 

 

図 3-1-1 計画段階評価における政策目標及び対策案の検討 
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第2節 都市計画対象道路事業の内容 

2.1 都市計画対象道路事業の種類 

高速自動車国道又は、一般国道の新設もしくは改築 

 

2.2 都市計画対象道路事業実施区域の位置 

1) 都市計画対象道路事業の区間 

起点：香川県高松市福岡町 

終点：香川県高松市檀紙町 

 

2) 都市計画対象道路事業実施区域の位置 

都市計画対象道路事業の位置は、図 3-2-1 に示すとおりです。 

計画路線により土地の形状の変更並びに工作物の新設及び増改築がありうる範囲を「都市

計画対象道路事業実施区域」（以下、「実施区域」という。）といい、その位置は、図 3-2-2 に

示すとおりです。 

 

 
出典：第4回四国地方小委員会資料を一部加工 

 

図 3-2-1 都市計画対象道路事業の位置 
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図 3-2-2 都市計画対象道路事業実施区域の位
置図 
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2.3 都市計画対象道路事業の規模 

道路延長：約 10ｋｍ 

 

2.4 都市計画対象道路事業に係る道路の車線の数 

車線数：4車線 

 

2.5 都市計画対象道路事業に係る道路の設計速度 

設計速度：60km/h（第 2種第 2級区間）、80km/h（第 2種第 1級区間） 

 

2.6 その他の都市計画対象道路事業の内容 

1) 都市計画対象道路事業に係る構造の概要 

道路構造は、地表式（盛土構造、切土構造）、嵩上式（盛土構造、橋梁構造）、地下式（ト

ンネル構造）を予定しています。 

 

2) 休憩所の設置 

都市計画対象道路事業において、休憩所の設置の計画はありません。 
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第3節 その他の都市計画対象道路事業に関する事項 

3.1 環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容 

1) 都市計画対象道路事業の経緯 

高松環状道路は、高松市内を環状に結ぶ延長約 40km の道路です。対象地域である福岡町

～檀紙町は、高松環状道路の一部で延長約 10km の区間であり、高松市の北西部及び沿岸部

に位置します。 

対象地域である福岡町～檀紙町においては、沿道の土地利用の高度化によって短距離移動

の生活交通と物流交通が混在し、日常的な渋滞が発生しており、主要幹線道路の機能が果た

せていません。また、対象地域には、物流関連事業所や優れた観光施設が多数立地していま

すが、日常的な渋滞が、産業や観光の振興を阻害しています。さらに、中央通り（高松玉藻

交差点～栗林公園前交差点）では追突事故が多数発生していることに加え、自動車、歩行者、

自転車の利用が多く、自動車と歩行者の接触事故の危険性も高い地域となっています。 

これらの課題を解決するために、高松環状道路（福岡町～檀紙町）の事業実施に関し、事

業予定者（概略計画の検討を実施した主体）が令和 4年度から計画段階評価※1の手続きを実

施しており、「社会資本整備審議会 道路分科会 四国地方小委員会※2」（以下、「四国地方小委

員会」という。）を 4 回実施しました。 

計画段階評価では、住民や企業へのアンケート調査や、関係する地方公共団体の長からの

意見、四国地方小委員会での有識者の意見等を踏まえ、総合的な観点から複数の案の比較評

価を行い、対応方針※3を検討しました。 

 

 
出典：第4回四国地方小委員会資料に加筆 

 

図 3-3-1 社会資本整備審議会 道路分科会 四国地方小委員会における審議経過 

 

 
※1）計画段階評価：国土交通省が所管する公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、新規事業採

択時評価の前段階において、地域の課題や達成すべき目標、地域の意見等を踏まえ、複数の案の比較・評価を行うととも

に、事業の必要性及び事業内容の妥当性を検証する手続き。 

※2）社会資本整備審議会 道路分科会 四国地方小委員会：国土交通省が所管する直轄事業の事業評価など地方における道路事

業の効率的・効果的な実施に関し、意見を聴取することを目的として設置された委員会。 

※3）対応方針：複数の案の比較評価の結果を踏まえて選定された最も優位な概略計画。 
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出典：第3回四国地方小委員会資料 

 

図 3-3-2(1) 計画段階評価における地域・道路の現状と課題の整理状況 
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出典：第3回四国地方小委員会資料 

 

図 3-3-2(2) 計画段階評価における地域・道路の現状と課題の整理状況 
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出典：第3回四国地方小委員会資料 

 

図 3-3-2(3) 計画段階評価における地域・道路の現状と課題の整理状況 

  



3-9 

 

 

 

出典：第3回四国地方小委員会資料 

 

図 3-3-2(4) 計画段階評価における地域・道路の現状と課題の整理状況 

  



3-10 

 

 

 

出典：第3回四国地方小委員会資料 

 

図 3-3-2(5) 計画段階評価における地域・道路の現状と課題の整理状況 
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出典：第3回四国地方小委員会資料 

 

図 3-3-2(6) 計画段階評価における地域・道路の現状と課題の整理状況 

  




